
職場内で掲示・回覧をお願いします 

第158号
令和５年６月 協会けんぽ

お得なサービスが
受けられます

保険証のご提示で

健康保険 健康保険

仕事中や通勤途中のケガや病気の場合は
健康保険を使用できません

個人や勤務先の判断で健康保険か労災保険かを
選択することはできません。

　仕事中や通勤途中に被ったケガや仕事に起因する病気の治療には健康保険を使用することが
できません。医療機関を受診する場合は、負傷等の原因を必ず伝え、労災保険扱いで
診療を受けてください。
　労災に関するお問い合わせは、管轄区域の労働基準監督署へお願いいたします。

※ 労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者で
あればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態の方も労災保険の対象となります。

　労災保険に加入できない法人の代表者や役員（労災保険の特別加入者を除く）においても、原則、業務上の災害
に起因する傷病に対して保険証を使用することはできません。ただし、以下の条件をすべて満たす場合、健康保険
を使用することができます。

業務に起因する傷病の場合
□ 　被保険者が５人未満である適用事業所に所属
する法人の代表者等であって、一般の従業員と
著しく異ならないような労務に従事していること
□　労災保険の給付の対象とならないこと（※）

通勤災害による傷病の場合
□　労災保険の給付の対象とならないこと（※）

※ 労災保険の特別加入をしている方や、労働者の地位を併せ持つ方は、労災保険の対象となります。

原則として

すべての労働者

仕事中・
通勤途中 業務外

健康保険健康保険健康保険健康保険健康保険

労災保険対象者

法人の代表者等について

労災保険 労災保険



〒330-8686 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2 大宮情報文化センター（JACK大宮）16階
電話（代表） 048-658-5919

健診当日に受けられる健診機関もございます！

健康サポート(特定保健指導)をご活用ください

健診結果が「要治療」・「要精密検査」の従業員様に
医療機関を受診するようお声がけください

　健康診断の結果などから、生活習慣病の発症リスクが高いと思われる方を対象に、保健師等の
専門職による健康サポート（特定保健指導）を実施し、生活習慣の改善を支援しています。
　「後日時間を作って、従業員に特定保健指導を受けさせるのは難しい…」という事業主様は、
生活習慣病予防健診当日に特定保健指導を受けられる健診機関もありますのでご検討ください。

～健診当日の特定保健指導実施までの流れ～

協会けんぽまたは専門機関から事業所へご案内させていただく特定保健指導もございます。事業所に特定保健指導のご案内が
届きましたら、対象の従業員様にお声をかけていただき、スケジュール調整等のご協力をお願いいたします。

健診当日に特定保健指導実施可能な健診機関（順不同） 
・医療生協さいたま生活協同組合 埼玉協同病院
・医療生協さいたま生活協同組合 熊谷生協病院
・医療法人 大宮シティクリニック
・医療法人社団庄和会 庄和中央病院
・ウニクス川越予防医療センター・クリニック
・埼玉医科大学病院 予防医学センター
・社会医療法人財団 石心会 さやま総合クリニック
・社会医療法人社団埼玉巨樹の会 新久喜総合病院
・社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会加須病院
・独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター健康管理センター
・深谷寄居医師会メディカルセンター
・みさと健和病院 健診センター

その他の特定保健指導
実施健診機関は
こちらから▶

フォーマットの
ダウンロードは
こちらから▼

対象となる詳しい
検査数値について

はこちら▶

協会けんぽでは、お手紙やお電話でご本人様に医療機関への受診を
お願いしています
協会けんぽが保有する健診結果で、血圧・血糖・脂質に関する検査数値について、
要治療域と判定された方にお手紙やお電話で医療機関の受診をお願いしています。

メールマガジン
「彩メール」
健康保険や健康づくりに関する
タイムリーな情報をお届け

ご登録はこちらから↓毎月発行・無料 ご登録はこちらから↓

事業主様へ
お願い

生活習慣病は自覚症状のない方も多く、
なかなか医療機関に受診していただけていない状況です

事業主様からも「要治療」の従業員様へ
積極的なお声がけをお願いいたします
「どうやって声掛けすれば…」とお悩みの際には
協会けんぽのフォーマットをぜひご活用ください。

❶右記の健診機関で
　生活習慣病予防健診を受診する

❷健診当日にリスクの判定

❸健診当日に
その場で 特定保健指導を実施

　健康サポートを追加料金なしで
　受けられます！


